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がいる場合は、次の□のあてはまるものにしるしをつけてください。
について

□取決めをしている。　□まだ、決めていない。
子育ての分担：子の身の回りの世話を期間で分担したり、子に関する事項（例えば、教育に関する事項、医療に関する事項など）の決
定を父母で分担したりすること。父母の一方が全て行うとの取決めをしている場合も「取決めをしている。」にしるしをつけてください。

について
□取決めをしている。　□まだ、決めていない。
　親子交流：未成年の子と離れて暮らしている親が子と定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法
で交流すること。父母双方が定期的、継続的に子育てをするとの取決めをしている場合や、諸事情により交流を実施しないとの取決めを
している場合も「取決めをしている。」にしるしをつけてください。

がいる場合は、次の□のあてはまるものにしるしをつけてください。
の分担について

□取決めをしている。
□まだ、決めていない。※未成年の子については、取決めをしていなくても暫定的に養育費を請求することができる制度があります。
養育費：経済的に自立していない子（例えば、アルバイト等による収入があっても該当する場合があります）の衣食住に必要な経費、
教育費、医療費など。諸事情により養育費を支払わないとの取決めをしている場合も「取決めをしている。」にしるしをつけてください。

詳しくは、各市区町村の窓口において配布している法務省パンフレットをご覧ください。親権に関する説明や、子育ての分担、親
子交流及び養育費等、離婚をするときに取り決めておくべきことをまとめた情報を法務省ウェブサイト内にも掲載しています。

　　　   法務省　離婚 法務省パンフレット 法務省の解説動画

日本司法支援センター（法テラス）では，親子交流の取決めや養育費の分担など離婚をめぐる問題について，相談窓口等の情報を
無料で提供しています。無料法律相談や弁護士費用等の立替えをご利用いただける場合もありますので，お問い合わせください。

【法テラス・サポートダイヤル】0570─078374　【公式ホームページ】https://www.houterasu.or.jp

父母が離婚するときは、親子交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされていま
す。この場合には、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。

住所にアパート名やお部
屋番号などが含まれる場
合、それも全てお書きく
ださい。

●【離婚届と同時に
住所を変更する方】

・会津若松市内で転居す・会津若松市内で転居す
　る場合　る場合
→新しい住所を記入して
　ください

・市外から会津若松市へ・市外から会津若松市へ
　転入する場合　転入する場合
→新しい住所を記入して
　ください
　＋事前の転出手続き事前の転出手続きが が 
  必要  必要
　（詳しくは表面の１．１．
　　　　必要書類および事前必要書類および事前
　　　　手続きの確認手続きの確認の※３※３
　　をご覧ください）

・会津若松市から市外へ・会津若松市から市外へ
　転出する場合　転出する場合
→現在の住所を記入して
　ください

※いずれの場合も別途住別途住
所変更の手続きも必要で所変更の手続きも必要で
すのでご相談ください。すのでご相談ください。

氏名は、夫妻とも婚姻中の
氏で記入してください。
日本国籍の方は生年月日を日本国籍の方は生年月日を
和暦で、外国籍の方は西暦和暦で、外国籍の方は西暦
で記入してください。で記入してください。

協議離婚の場合は、届書の提出に来られるのが協議離婚の場合は、届書の提出に来られるのが
夫妻どちらか一方のみである場合であっても、夫妻どちらか一方のみである場合であっても、
必ず夫妻それぞれの署名が必要です必ず夫妻それぞれの署名が必要です。

なお、婚姻中の氏で記入してください。

✓

平成２５　　　８ 令和７　　　８

東京都杉並区清水町一丁目２８３

甲野　義太郎 甲野　梅子

乙谷　孝助 丁川　竹子

東京都中野区野方一丁目

３４番１号

東京都世田谷区若林四丁目

３１番１号

東京都世田谷区若林四丁目

東京都杉並区清水町一丁目

５２ ３１

昭和２４ 昭和２８ ４ １４ ８ ６ 

甲野　義太郎 甲野　梅子
こうの　　 　よしたろう こうの　　　うめこ

昭和６０ 平成２ ６ ２３ １５ １０ 

福島県会津若松市東栄町 福島県会津若松市追手町

号室 

３番４６号　若松コーポ３ ２番４１号

東京都千代田区平河町一丁目３ １０

甲野　義太郎 

甲野　幸雄 
長 乙野　春子 

乙野　忠治 

丙山　松子 

甲野　　雪 

二 

✓✓

✓
✓

✓

京都府京都市北区小山初音町１８ 乙野　忠治 

甲野　幸 

甲野　啓太郎 

離婚届 記入例

  
  ●【離婚後の氏（姓）について】

　 婚姻時に氏（姓）を変えた方は離婚に際し、旧姓にもどるか、婚姻中の氏をそのまま使うかを選択します。

　 ①と②のどちらを選択するかによって、届書の記載方法が異なりますのでご注意ください。

　

   
 ※記載内容に修正の必要が生じた場合、本人しか修正できないのでご注意ください。

旧姓に戻す

婚姻前の本籍と筆頭者
を記入してください

本籍：新しい本籍
（国内であれば自由に決めることができます）

筆頭者：旧姓に戻した自分の名前
を記入してください

もとの戸籍にもどる

新しい戸籍をつくる

①

現在の氏をそのまま使う②
離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法
７７条の２の届）」の届出をしてください
裏面に記入例があるのでご確認ください

●【協議離婚（裁判所を介さない離
婚）の場合には、必ず１８歳以上の
証人２名が必要です】

署名欄は証人本人にそれぞれ自署しても
らってください。
証人欄の内容に誤りがある場合、離
婚届が受理できない場合がありま
す。

なお、本籍または住所のいずれかが会津
若松市にある証人の場合、審査時間が短
縮できます。

特に、本籍の記載に誤りが多いので
ご注意ください！

  ※本籍がどこか曖昧な場合には、本籍を表
　　示した住民票を取得するなどして確認を
　　した上で記入していただいてください。

✓
未成年の子がいる場合には、チェックしてくだ
さい。✓

父母が亡くなっていても
空欄とせずに記入してく
ださい。
離婚などにより父母の氏
などが異なっている場合
は、現在の氏名をお書き
ください。

✓

●【夫妻に未成年の
子どもがいる場合】
・１８歳未満の子がい
る場合は、共同親権・
単独親権・裁判や申立
てで親権を定めるの
か、いずれかを選び、
該当の欄に必ず子の氏
名を記入してくださ
い。
・複数名の１８歳未満
の子を記入する場合も
全員フルネームで記入
ください。

未成年の子がいる場合は、この欄に記載され
ていることを理解し、夫婦双方がチェックし
たうえで親権を定めてください。

日中連絡のつく電話番号を
記入してください。

※届書中の「印」とあるところへの押印は必須ではなく任意です。また、文字を訂正した際の訂正印も不要です。

未成年の子に限らず、経済的に自立していない
子がいる場合にはチェックしてください。
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